
 

定例委員会会議録 
 

委員長    本 橋   正 壽 

 

委 員    岩 崎   典 子 

 

委 員    浅 沼   敏 幸 

 

            委 員    中 村   映 子 

 

 １ 日  時  令和４年 11 月 25 日（金） 午前 10 時 00 分 

 

 ２ 場  所  選挙管理委員会室 

 

３ 出 席 者  委員４名、事務局長、係長２名、書記２名 

 

 ４ 議  案 （１）在外選挙人名簿の登録および抹消について 

 

 ５ 報  告 （１）地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例 

に関する法律等の施行について 

（２）最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行 

について 

（３）令和５年度統一地方選挙にかかる通知の送付について 

 

（４）令和４年度全選連東京支部・特選連共催「委員・局長合同研修会」 

の開催について 

 

（５）寄附禁止 PR 強化期間（冬期）の実施について 

 

（６）令和４年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 全国審査結果 

について 

 

６ そ の 他 （１）配付物について 

          ・月刊選挙 11 月号 

・寄附禁止 PR リーフレット 

 

（２）日程について 

 
（３）その他 



 

 

午前 10 時 00 分、本橋委員長開会を宣す。 

【議案】 

（１）在外選挙人名簿の登録および抹消について 

選挙係長より、在外選挙人名簿に関して、在外公館で申請のあった４人を新たに

登録し、日本国内に居住して４か月を経過した者および死亡者８人を抹消すると

の説明があり、可決された。総登録者数は 1,082 人。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

【報告】 

（１）地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律等

の施行について 

庶務係長より、令和４年 11 月 18 日付けで総務大臣から通知があった地方公共

団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律等の施行について

報告があった。 

 第 210 回国会において成立した本法および施行令は、令和４年 11 月 18 日に

公布され、交付の日から施行された。主な内容は以下のとおり。 

・統一対象となる任期満了選挙 

 令和５年３月１日から５月３１日までに任期が満了することとなる地方公共

団体の議会の議員または長の選挙。 

・統一地方選挙の期日 

練馬区議会議員選挙の場合は令和５年４月 23 日。 



 

 

・選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱いに関する事項 

 練馬区議会議員選挙における選挙人名簿の選挙時登録の基準日および登録日

は令和５年４月 15 日。 

・署名収集の禁止期間の取扱いに関する事項 

  練馬区議会議員選挙における地方公共団体の条例の制定または改廃の請求

等の直接請求のための署名収集の禁止期間は令和５年２月 22 日から４月 23

日まで。 

（質疑・応答） 

 特になし 

（２）最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行について 

庶務係長より、令和４年 11 月 18 日付けで総務大臣から通知があった最高裁判

所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行について報告があった。 

 第 210 回国会において成立した本法は、令和４年 11 月 18 日に公布され、交

付の日から起算して３か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行さ

れる。主な改正内容は以下のとおり。 

・在外国民審査制度の創設 

・洋上投票制度等の創設 

・在外国民審査制度の創設等に併せ、審査人に対する周知や審査事務の合理化

に関する改正 

（質疑・応答） 

 特になし。 



 

 

（３）令和５年度統一地方選挙にかかる通知の送付について 

 選挙係長より、練馬区議会議員選挙に立候補を予定している者に対し、「地方公

共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の施行にかか

る選挙日程等の通知を送付することについて報告があった。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

（４）令和４年度全選連東京支部・特選連共催「委員・局長合同研修会」の開催

について 

庶務係長より、令和４年 11 月９日付けで全国市区選挙管理委員会連合会東京支

部長および特別区選挙管理委員会連合会会長から通知があった令和４年度全選連東

京支部・特選連共催「委員・局長合同研修会」の開催について報告があった。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

（５）寄附禁止 PR 強化期間（冬期）の実施について 

庶務係長より、令和４年 11 月 14 日付けで東京都選挙管理委員会事務局広報啓発

担当課長から通知があった寄附禁止 PR 強化期間（冬期）の実施について報告があ

った。実施期間は令和４年 12 月１日（木）から令和５年１月 31 日（火）まで。 

練馬区では町会や関係者へのポスター・リーフレット配布、区報・ホームページ

への掲載等を行っていく。 

（質疑・応答） 

 委 員：結婚祝い・香典については、当日、本人が持参する場合は問題ないと



 

 

思ったかがどうか。 

 事務局：お見込みのとおり。 

（６）令和４年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 全国審査結果について 

庶務係長より、令和４年度明るい選挙啓発ポスターコンクール全国審査結果につ

いて報告があった。 

 東京都から全国審査に推薦された練馬区の作品 18 点のうち４点が受賞した

（公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長

賞：優秀賞２点、入選２点）。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

【その他】 

（１）配付物について 

・月刊選挙 11 月号 

・寄附禁止 PR リーフレット 

（２）日程について 

今後のスケジュールについて、委員会日程予定表で確認した。 

次回は、12 月１日（木）午前 10 時 00 分から定例委員会を開催する。 

（３）その他 

 特になし。 

 

午前 10 時 24 分 本橋委員長閉会を宣す。 


